
農地情報確認票 
 

項目 内容 

所在 福山市      町                 番     

地積       ㎡ 

地目 １）田  ２）畑  ３）その他 

現況 
１）水田 ２）畑作地 ３）果樹園（品目      ） 

７）保全管理地 ８）耕作放棄地 〇以前の栽培作物（        ） 

地質 １）砂地 ２）粘土質 ３）不明 

水利状況 １）有  ２）無  ３）わからない 

排水条件 
１）良好 ２）やや良好 ３）普通 

４）やや不良 ５）不良 ６）わからない 

日照条件 
１）良好 ２）やや良好 ３）普通 

４）やや不良 ５）不良 ６）わからない 

形状 １）整形地 ２）やや整形地 ３）不整形地 

接道状況 １）公道 ２）私道 ３）進入路なし 

貸出条件 
１）使用貸借でも良い  ２）賃貸借でなければならない 

借受の条件（                       ） 

貸出期間 

１）１０年未満（     年程度） 
【農地法第３条許可】 

２）１０年以上（     年程度） 
【農地中間管理事業を通じた貸借 又は 農地法３条許可】 

市街化区域 １）該当    ２）非該当 

農地利用 
最適化推進委員

意見等 
（栽培に適した作物等） 

 

特記事項  

私は、裏面の「個人情報の取り扱い」並びに「福山市農地情報提供事業の利用にあたって」

について説明を受け、これを確認（これに同意）しました。また、インターネット等での公

表に（ 同意します ・ 同意しません ）。※どちらかに○を記入して下さい。 

〇〇○○年   〇月   〇日 
〒７２０－８５０１  

住所 福山市東桜町３番５号 

名前

フリガナ

 福山

フクヤマ

 太郎

タ ロ ウ

 
電話 ○○○－〇〇〇－○○○○ 

農地の所在 

・使用貸借 
無償での貸し借り 

・賃貸借 
 有償での貸し借り 

（例） 
・水稲を作って欲しい 
・賃借料については生産物も可。相談してほ

しい 
・水を使うための，溝掃除などの行事がある

ので参加して欲しい など 



2025.6.26 

 
○個人情報の取り扱い 

 当会（福山市農業経営改善支援センター推進協議会）は個人情報の保護に関する法律に基

づき、福山市農地情報提供事業の申出に際し取得した個人情報について、次の事業内容並び

に利用目的の達成に必要な範囲で利用します。 

事業内容 
福山市農地情報提供事業 

利用目的 
農用地の利用に関する仲介、斡旋に必要な情報提供に利用します。 

関係団体等への第三者提供について 
 当会は、事業内容を円滑に実施するため、次の関係団体等へ個人情報を提供します。 

 福山市 
 福山市農業委員会 
 福山市農業協同組合 
 広島県東部農林水産事務所農村振興課 
 広島県東部農業技術指導所 

○福山市農地情報提供事業の利用にあたって 
１ この書面により申出した内容は農地情報として登録され、農用地の利用に関する仲介、

斡旋に必要な情報の提供に利用するものとします。 
２ 農地の所有者であることの証明を必要とする場合があります。この証明ができない場

合、また、農地所有者の同意がない場合は登録しません。 
３ 福山市農地情報提供事業の利用により得られた情報については、農地利用のために利

用するものとし、いかなる理由があっても他の目的で利用してはならないものとします。 
４ 福山市農地情報提供事業はあくまで情報の提供を目的とするものであって、農地利用

にあたっての交渉、契約等については当事者間で行うものとします。 
５ 福山市農地情報提供事業を利用することによって発生したトラブルまたは損害につい

ては、当会（福山市農業経営改善支援センター推進協議会）はその責を負いません。 
６ 申込情報の利用期限は申出後最初に到来する７月末日までとし、申込者から解除の申

出の無い場合は１年間これを更新します。以後も同様とします。 
７ 利用権の設定など権利の移動があった場合には、申出者から解除の申出がなくても、ま

た、なんら通知をすることなく、登録を抹消します。 
８ 情報の正確性を保つ観点から、当会が行う現況に関する調査に協力することとします。 
９ インターネットでの公表とは、福山市のホームページにアクセスすることにより、当該

情報について閲覧等ができるものです。 

＜相談者と農地所有者を異にする場合＞ 
私（農地所有者）は、個人情報の取り扱いについて説明を受け、これを確認（これに同意）しました。 

年   月   日 
住所                    

名前
ﾌﾘｶﾞﾅ

 

電話    （    ） 

相談者と農地の所有者が異なる場合

には「農地の所有者」の署名が必要 


